
 

 

一宮市障害福祉サービス等支給決定基準 

 

（目的） 

第１条 この基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号）第２２条の規定による支給決定又は第

２４条の規定による支給決定の変更の決定及び児童福祉法（昭和２２年１２

月１２日法律第１６４号）第２１条の５の７の規定による支給決定又は第２

１条の５の８の規定による支給決定の変更の決定を行うにあたり、公平かつ

適正な給付を決定するため、支給量の基準を定めることを目的とする。  

 

（支給量） 

第２条  支給量は１月を単位として決定する。  

２ 居宅介護、重度訪問介護及び重度障害者等包括支援の支給量は、別表第１

に掲げる単位数を１時間又は１回あたりの単位数として算出した単位数が、

別表第２に掲げる基本単位数と、別表第３に掲げる加算単位数の合計を超え

ない範囲で決定するものとする。 

３ その他のサービスの支給量は、別表第４の基本支給量の範囲で決定するも

のとする。 

 

（意見聴取） 

第３条 前条第２項及び第３項の規定による支給量を超えて決定する必要があ

るときは、一宮市福祉事務所へ必要書類を提出し、一宮市障害者自立支援審

査会をはじめとする関係機関の意見を聴くものとする。 

 

 

 

 



 

 

付 則 

（施行期日） 

この基準は、令和３年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

この基準は、令和３年１月１日以降の支給決定又は支給決定の変更の決定

について適用し、この基準の施行前の支給決定又は支給決定の変更の決定に

ついては適用しない。 



別表第１ １時間又は１回あたりの単位数 

サービスの種類 単位数 

居宅介護：身体介護・通院等介助（身体介護を伴う） ３９０単位 

居宅介護：家事援助・通院等介助（身体介護を伴わない） １９０単位 

居宅介護：通院等乗降介助 ９０単位 

重度訪問介護 １８０単位 

重度障害者等包括支援 ２００単位 
 

別表第２ 基本単位数 

 区分 1 区分 2 区分 3 区分 4 区分 5 区分 6 障害児 

居宅介護 

(通院等介助支給決定なし)  
4,000 8,000 15,000 21,000 27,000 33,000 15,000 

居宅介護 

(通院等介助支給決定あり)  
5,000 10,000 18,000 24,000 30,000 36,000 18,000 

居宅介護 

（介護保険対象者） 
3,000 3,800 5,600 8,800 11,700 14,700 － 

重度訪問介護 － － － 27,000 34,000 49,000 － 

重度障害者等包括支援 － － － － － 86,000 － 
 

別表第３ 加算単位数 

加算項目 加算単位数 

障害者本人又は介護者の状況等により、支援が必

要なことによる加算 
基本単位数の 30～100％ 

置かれている住環境等により支援が必要なこと

による加算 
基本単位数の 50％ 

身体的理由等により 1 人での介護が困難なこと

による加算（該当する部分のみ） 
基本単位数の 50～100％ 

上記加算単位数を積算する際は理由・状況等を提出書類に明記する  
 

別表第４ 基本支給量 

サービスの種類 支給量 

同行援護・行動援護 ４０時間（２人体制の場合は８０時間） 

（２人体制が必要な理由を明記する）  

短期入所 ７日 

日中活動系サービス 当該月の日数から８日を控除した日数  

居住系サービス･療養介護･就労定着

支援･自立生活援助･地域相談支援 
当該月の日数 

児童発達支援･放課後等デイサービス 当該月の日数から８日を控除した日数  

保育所等訪問支援 ２日 

 


